
 
 

徐行区間における速度超過について 

 

 2020 年 9 月 11 日、雨の影響により小野田線において徐行運転（速度規制）を実施していましたが、

居能～妻崎駅間を列車が速度を超過して走行していたことが判明しました。このたびは、ご心配をおか

けし、申し訳ございませんでした。 

 

1．発生日時     ９月１１日(金)  午前６時４３分頃 

 

2．場    所   小野田線 居能駅 ～ 妻崎駅間 

 

3．列  車     下り普通電車 １２２３Ｍ １両編成 乗客０人 

宇部新川駅(午前６時４０分発) 長門本山駅(午前７時０５分着) 

 

4．概    況    当該列車運転士は、居能駅～妻崎駅間を走行中、雨運転規制による徐行運転をすべき

ところ、制限速度を超えて走行していることに気付き、直ちにブレーキを取り扱って

制限速度以下まで速度を落とし、運転を行いました。 

 

※制限速度２５ｋｍ／ｈ以下のところ、最高５８ｋｍ／ｈで運転していました。 

※この区間でのお客様の乗車はありませんでした。 

※徐行運転すべき区間は居能駅～長門本山駅間です。 

※制限速度を超過したのは約１．１ｋｍです。 

 

5．原  因   運転士が、一時的に徐行区間があることを失念したためです。 
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